
 

現在

（単位：円）

Ｐ Ｔ Ａ
会 費 等

ク ラ ブ
後援会費

生徒会費 同窓会費
日本 スポ ーツ

振興 セン ター

共 済 掛 金
学 年 費

修 学
旅 行 費

支援金該当者
支援金非該当

者

5,650 0 0 6,000 0 1,776 23,199 13,100 275 50,000 50,000

0 0

29,700 0 29,700

5,100 5,000 3,000 11,000 13,900 55 38,055 38,055

29,700 0 29,700

11,000 27,000 55 38,055 38,055

29,700 0 29,700

11,000 27,000 55 38,055 38,055

29,700 0 29,700

（単位：円）

Ｐ Ｔ Ａ
会 費 等

ク ラ ブ
後援会費

生徒会費 同窓会費
日本 スポ ーツ

振興 セン ター

共 済 掛 金
学 年 費

修 学
旅 行 費

支援金該当者
支援金非該当

者

0 0 6,000 1,776 11,124 19,100 55 38,055 38,055

5,100 5,000 5,000 19,900 55 35,055 35,055

29,700 0 29,700

3,000 25,000 55 28,055 28,055

29,700 0 29,700

20,000 55 20,055 20,055

29,700 0 29,700

0 0

29,700 0 29,700

（単位：円）

Ｐ Ｔ Ａ
会 費 等

ク ラ ブ
後援会費

生徒会費 同窓会費
日本 スポ ーツ

振興 セン ター

共 済 掛 金
学 年 費

修 学
旅 行 費

支援金該当者
支援金非該当

者

0 0 6,000 0 1,776 9,824 55 17,655 17,655

5,100 5,000 7,500 55 17,655 17,655

29,700 0 29,700

3,000 14,600 55 17,655 17,655

29,700 0 29,700

0 0

29,700 0 29,700

0 0

29,700 0 29,700

3,000 1,776 31,924 165 52,965 171,765合　計 118,800 5,100 5,000 6,000

11 12

12 14

1 12

7 13

9 14

10 13

4 13

5 12

6 12

240,020

《　第　３　学　年　》

月

初
回
振
替
日

入学料 授業料
学 校 徴 収 金 等 の 費 目 口 座 登 録

手 数 料

・

口 座 振 替

取 扱 手 数 料

合　計

3,000 1,776 61,124 39,000 220 121,220合　計 118,800 5,100 5,000 6,000

11 12

12 14

1 12

7 13

9 14

10 13

4 13

5 12

6 12

282,965

《　第　２　学　年　》　

月

初
回
振
替
日

入学料 授業料

学 校 徴 収 金 等 の 費 目 口 座 登 録

手 数 料

・

口 座 振 替

取 扱 手 数 料

合　計

3,000 1,776 56,199 81,000 440 164,165合　計 5,650 118,800 5,100 5,000 6,000

11 12

12 14

1 12

7 13

9 14

10 13

合　計

4 13

5 12

6 12

《　令和８年度　学校徴収金等金額一覧　》

《　第　１　学　年　》　 令和8年3月13日

月

初
回
振
替
日

入学料 授業料

学 校 徴 収 金 等 の 費 目 口 座 登 録

手 数 料

・

口 座 振 替

取 扱 手 数 料



 

 

（注）①口座振替取扱手数料は、学校徴収金振替毎に 55 円発生します。また、口座振替ができない場合も発生し 

ます。 

②学校徴収金が口座振替できなかった場合は、コンビニ納付となり、別途手数料が 143 円発生します。 

例 学校徴収金が 35,000 円の場合、口座振替手数料 55 円とコンビニ収納手数料 143 円が加算され 

コンビニ払いの合計額は、35,198 円になります。 

③PTA 会費等 5,100 円の内訳は、PTA 会費 5,000 円、PTA 団体保険 100 円です。PTA 加入者は、PTA 会費等 

とクラブ後援会費を引き落としいたします。同窓会加入者は、同窓会費を引き落としいたします。 

④授業料は、国の制度変更により手続きをすれば、実質無償化になります。「高等学校等就学支援金制度」 

の申請をすれば、就学支援金制度又は高校生等臨時交付金制度のいずれかに認定され、授業料を納付し

ていただく必要はありません。時期が来ましたらご案内させていただきます。 

⑤登録口座を変更される場合は、口座登録手数料 275 円が発生します。 

 

兵庫県立八鹿高等学校 電話 0796-662-2176  自動応答（６） 

 


